
北海道受動喫煙防止条例の
改正に向けた動向等について

資料１



改正健康増進法の施行から5年
新たな取組、
受動喫煙対策キャンペーン調査



飲食店における
受動喫煙対策キャンペーン調査
•実施期間 ：世界禁煙デー（5月31日）に併せ、原則として

令和7年5月26日（月）から6月6日（金）
•調査対象施設：各保健所あたり10施設（以下の①、②の施設

から各５施設ずつ）を目安
① 喫煙可能室を設置している既存特定飲食提供施設

② ①以外で屋内喫煙が可能な施設



•方法：調査票の記入と現地聞き取り、目視。
→違反事例が認められた場合は、健康増進法に
基づく指導及び助言に適切につなげる。

（調査票）



調査実施時に苦慮したこと

•過密な日程

•施設の選定法

•調査NG



調査結果（①喫煙可能室を設置している
既存特定飲食提供施設）

２．屋内の喫煙環境（紙巻たばこ（水たばこ含む））

全面禁煙 施設の一部において喫煙及び飲食等をできる部屋を設置して
いる 喫煙専用室を設置している（喫煙のみ、飲食等不可） その他（施設の全部を喫煙及び飲食等を可能としている、区画

せず客席毎に喫煙・禁煙を区別している等）

1 10 3 108

６．健康増進法の認知・今後の予定（禁煙化予定）
1年以内に屋内全面禁煙とする予定があ

る 2年以内 禁煙が義務化になれば禁煙にしたい 禁煙としたいが目途なし 禁煙としていた

2 1 1 1 1

必要があれば検討 必要があれば検討 禁煙とする予定はない 未定

1 1 42 1

１．基本情報（業態）

居酒屋 バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナック 喫茶店 その他の飲食店（食堂・レストラン等）

70 21 16 13



調査結果（② ①以外で
屋内喫煙が可能な施設）

１．基本情報（業態）

居酒屋 バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナック その他の飲食店（食堂・レストラン等）

12 16 11

２．屋内の喫煙環境（紙巻きたばこ（水たばこ含む）

全面禁煙 施設の一部において喫煙及び飲食等をできる部屋を設置して
いる 喫煙専用室を設置している（喫煙のみ、飲食等不可） その他（施設の全部を喫煙及び飲食等を可能としている、区画

せず客席毎に喫煙・禁煙を区別している等）

2 2 12 23

６．健康増進法の認知・今後の予定４（禁煙化予定）

1年以内に屋内全面禁煙とする予定があ
る ４年以内 本部へ相談して対応 すでに禁煙である 禁煙とする予定はない

2 1 1 2 32



今後の受動喫煙対策キャンペーン調査

•来年度以降の実施は未定



国における改正健康増進法の施行状況の
検討について

令和８年１月の通常国会までに
見直しの内容が決定される予定



北海道受動喫煙防止条例の施行後の
状況について

国の法改正に併せて検討



おわりに


